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§7.整地設計

7-1.整地計画

　整地設計については、現況の地形・水路等の条件・自然環境をふまえ、造成高さの設定をおこ

なった。

　当該計画地は、周囲を道路に隣接して計画することから、アクセスする出入口の道路高にすり

付ける計画とする。

　当該計画地への出入口は、国道13号と市道駅西中央5号線になるため、それぞれの道路高が

コントロールポイントとなる。

　また、造成計画においては、敷地内に降った雨を速やかに排水するための表面勾配を考慮した

高さ設定をする必要がある。

　駐車場の造成勾配の条件としては、「設計施工マニュアル（案）【河川編・道路編】（東北

地方整備局）P.2-3-7」の排水施設の設計を準用し、速やかな集水を目的として0.5%以上の勾配

を確保するものとし、当該計画箇所の地形形状を考慮し「0.7%」で計画するものとする。

設計施工マニュアル（案）【河川編・道路編】（東北地方整備局）P.2-3-7

　次頁に整地計画に係る図面を示す。
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